
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の画像を特定画像として記憶するとともに前記所定の画像よりも特異性の低い複数
の平均画像を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶される前記複数の平均画像のうちいずれかと前記記憶手段に記憶さ
れる前記特定画像との外挿により前記特定画像よりも特異性の高い誇張画像を作成する外
挿手段と、
　前記記憶手段に記憶される前記複数の平均画像のうち他のいずれかと前記外挿手段によ
り作成された前記誇張画像との内挿により目的とする画像を作成する内挿手段とを備えた
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記複数の平均画像は、属性の異なる複数の平均顔の画像であり、
　特定画像は、特定の個人の顔の画像であり、
　前記誇張画像は、誇張顔の画像であり、
　前記目的とする画像は、前記特定の個人の顔に対して属性の異なる個人の顔の画像であ
ることを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記属性は年齢、性別、人種または体形であることを特徴とする請求項２記載の画像処
理装置。
【請求項４】
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所定の画像を特定画像として 記憶するステップと、
　前記所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像を 記憶するステ
ップと、
　前記記憶される前記複数の平均画像のうちいずれかと前記記憶される前記特定画像との
外挿により前記特定画像よりも特異性の高い誇張画像を前記 作成するステ
ップと、
　前記記憶される前記複数の平均画像のうち他のいずれかと前記作成された前記誇張画像
との内挿により目的とする画像を 作成するステップとを備えたことを
特徴とする画像処理方法。
【請求項５】
　 コンピュータ 可能な画像処理プログラムであ
って、
　所定の画像を特定画像として 記憶する処理と、
　前記所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像を 記憶する処理
と、
　前記記憶される前記複数の平均画像のうちいずれかと前記記憶される前記特定画像との
外挿により前記特定画像よりも特異性の高い誇張画像を 作成する処理
と、
　前記記憶される前記複数の平均画像のうち他のいずれかと前記作成された前記誇張画像
との内挿により目的とする画像を 作成する処理とを、
　前記コンピュータに実行させることを特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像の合成処理を行う画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラム
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
２枚の画像から新たな画像を生成するモーフィングと呼ばれる画像合成技術が知られてい
る。モーフィングでは、１つの画像と他の１つの画像との間で対応する複数の特徴点を設
定し、複数の特徴点の対応関係を保持するように２つの画像間を線形補間する。それによ
り、２枚の異なる画像をぶれることなく任意の割合で混合した新たな画像を作成すること
が可能となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のモーフィングは画像間の補間技術であるため、作成する画像に対し
て元となる画像が少なくとも２枚必要となる。例えば、数年前の顔を作成しようとしたと
き、現在の顔の画像と過去の顔の画像とを合成する必要がある。過去の顔は存在していた
ので準備することは可能であるが、常に準備できるとは限らない。
【０００４】
また、数年後の顔を予測しようとしたとき、現在の顔の画像と未来の顔の画像とを合成す
る必要がある。しかし、未来の顔は存在しないため、現在の顔の画像と合成することはで
きない。
【０００５】
そのため、単純なモーフィングでは、数年前または数年後の顔の画像を作成することは困
難である。
【０００６】
本発明の目的は、１つの特定の画像から目的とする画像を作成することができる画像処理
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装置、画像処理方法および画像処理プログラムを提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
第１の発明に係る画像処理装置は、所定の画像を特定画像として記憶するとともに所定の
画像よりも特異性の低い複数の平均画像を記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶される複
数の平均画像のうちいずれかと記憶手段に記憶される特定画像との外挿により特定画像よ
りも特異性の高い誇張画像を作成する外挿手段と、記憶手段に記憶される複数の平均画像
のうち他のいずれかと外挿手段により作成された誇張画像との内挿により目的とする画像
を作成する内挿手段とを備えたものである。
【０００８】
本発明に係る画像処理装置においては、記憶手段に所定の画像が特定画像として記憶され
るとともに所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像が記憶される。記憶手段に記憶
される複数の平均画像のうちいずれかと記憶手段に記憶される特定画像との外挿により特
定画像よりも特異性の高い誇張画像が外挿手段により作成される。記憶手段に記憶される
複数の平均画像のうち他のいずれかと外挿手段により作成された誇張画像との内挿により
目的とする画像が内挿手段により作成される。
【０００９】
このように、１つの特定画像および複数の平均画像を用いて目的とする画像を作成するこ
とができる。
【００１０】
第２の発明に係る画像処理装置は、第１の発明に係る画像処理装置の構成において、複数
の平均画像は、属性の異なる複数の平均顔の画像であり、特定画像は、特定の個人の顔の
画像であり、誇張画像は、誇張顔の画像であり、目的とする画像は、特定の個人の顔に対
して属性の異なる個人の顔の画像であることを特徴とする。
【００１１】
この場合、属性の異なる複数の平均顔の画像うちいずれかと特定の個人の顔の画像との外
挿により誇張顔の画像が作成され、複数の平均顔の画像の他のいずれかと誇張顔の画像と
の内挿により特定の個人の顔に対して属性の異なる個人の顔の画像が作成される。
【００１２】
第３の発明に係る画像処理装置は、第２の発明に係る画像処理装置の構成において、属性
は年齢、性別、人種または体形であることを特徴とする。
【００１３】
属性が年齢の場合、年齢の異なる複数の平均顔の画像のうちいずれかと特定の個人の顔と
の外挿により誇張顔の画像が作成され、年齢の異なる複数の平均顔の画像のうち他のいず
れかと誇張顔の画像との内挿により特定の個人の顔に対して年齢の異なる個人の顔の画像
が作成される。属性が性別の場合には、男性および女性の平均顔の画像のうち一方と特定
の個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画像が作成され、男性および女性の平均顔の画
像のうち他方と誇張顔の画像との内挿により特定の個人の顔に対して性別の異なる個人の
顔の画像が作成される。属性が人種の場合には、人種の異なる複数の平均画像のうちいず
れかと特定の個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画像が作成され、人種の異なる複数
の平均顔の画像のうち他のいずれかと誇張顔の画像との内挿により特定の個人の顔の画像
に対して人種の異なる個人の顔の画像が作成される。属性が体形の場合には、体形の異な
る複数の平均顔の画像のうちいずれかと特定の個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画
像が作成され、体形の異なる複数の平均顔の画像のうち他のいずれかと誇張顔の画像との
内挿により特定の個人の顔に対して体形の異なる個人の顔の画像が作成される。
【００１４】
　第４の発明に係る画像処理方法は、

所定の画像を特定画像として 記
憶するステップと、所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像を 記憶
するステップと、記憶される複数の平均画像のうちいずれかと記憶される特定画像との外
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挿により特定画像よりも特異性の高い誇張画像を 作成するステップと、記
憶される複数の平均画像のうち他のいずれかと作成された誇張画像との内挿により目的と
する画像を 作成するステップとを備えたものである。
【００１５】
　本発明に係る画像処理方法においては、所定の画像が特定画像として 記
憶されるとともに、特定画像より特異性の低い複数の平均画像が 記憶され
る。記憶される複数の平均画像のうちいずれかと記憶される特定画像との外挿により特定
画像よりも特異性の高い誇張画像が 作成される。そして、記憶される複数
の平均画像のうち他のいずれかと作成された誇張画像との内挿により目的とする画像が

作成される。
【００１６】
このようにして、１つの特定画像および複数の平均画像を用いて目的とする画像を作成す
ることができる。
【００１７】
　第５の発明に係る画像処理プログラムは、 コンピュータ

可能な画像処理プログラムであって、所定の画像を特定画像として
記憶する処理と、所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像を 記

憶する処理と、記憶される複数の平均画像のうちいずれかと記憶される特定画像との外挿
により特定画像よりも特異性の高い誇張画像を 作成する処理と、記憶され
る複数の平均画像のうち他のいずれかと作成された誇張画像との内挿により目的とする画
像を 作成する処理とを、コンピュータに実行させるものである。
【００１８】
　本発明に係る画像処理プログラムによれば、所定の画像が特定画像として

記憶されるとともに、所定の画像よりも特異性の低い複数の平均画像が
記憶される。記憶される複数の平均画像のうちいずれかと記憶される特定画像との外挿に
より特定画像よりも特異性の高い誇張画像が 作成される。そして、記憶さ
れる複数の平均画像のうち他のいずれかと作成された誇張画像との内挿により目的とする
画像が 作成される。
【００１９】
このようにして、１つの特定画像および複数の平均画像を用いて目的とする画像を作成す
ることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の一実施の形態における画像処理方法の概念を説明するための図である。
【００２１】
ここでは、ある年齢の個人の顔の画像からその個人の他の年齢の顔の画像を作成する方法
の例を示す。図１には、年齢を横軸とし、特異性（個人の顔の特徴）を縦軸とする２次元
空間が示されている。
【００２２】
まず、年齢の異なる複数の平均顔 (averaged)の画像を準備する。図１の例では、１０代の
女性の平均顔２１、２０代の女性の平均顔２２および３０代の女性の平均顔２３が年齢の
軸に沿って配置されている。
【００２３】
平均顔は、複数の画像を同じ割合で混合することにより作成することができる。このよう
な平均顔は、元の複数の顔の平均的な特徴を有する。例えば、２０代の複数人の女性の顔
の画像から２０代の女性の平均顔２２の画像を作成することができる。平均顔の画像は、
心理的には、元の顔が共通に有する特徴を可視化した画像と考えることができる。すなわ
ち、平均顔の画像は、複数の顔の画像が共通に有する特徴を具現化し、個々に有する個人
の特徴を消去した画像である。したがって、平均顔２１，２２，２３の特異性は低くなっ
ている。
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【００２４】
次に、現在の年齢の個人の顔の画像を準備する。個人の顔の画像は、平均顔の画像よりも
高い特異性を有する。図１の例では、２０代の女性の個人の顔１０の画像が２０代の女性
の平均顔２２の上部に配置されている。
【００２５】
ここで、個人の顔の画像と複数の平均顔の画像のうち現在の年齢に相当する平均顔の画像
との外挿により誇張顔を作成する。外挿はカリカチュアと呼ばれる。外挿については、後
述する。誇張顔 (caricatured)とは、個人の顔の特徴を誇張した似顔絵のような顔である
。この場合、平均顔を基準とする個人の顔の特徴を強調することにより誇張顔を作成する
ことができる。図１の例では、２０代の女性の平均顔２２の画像と個人の顔１０の画像と
の外挿により誇張顔３０の画像を作成する。
【００２６】
さらに、誇張顔の画像と複数の平均顔の画像のうち作成すべき顔の年代に近い年代の平均
顔の画像との内挿（モーフィング）により目的とする顔（以下、目的顔 (estimate)と呼ぶ
。）を作成する。内挿については、後述する。図１の例では、誇張顔３０と１０代の女性
の平均顔２１との内挿により２０代の個人の顔１０に対する１０代半の個人の顔を表す目
的顔４０の画像を作成することができる。この目的顔４０は、個人の顔１０の画像の特異
性を保持したまま、年齢（横軸）のみ移動した位置にある。このような目的顔４０の画像
を加齢画像（減齢画像）と呼ぶ。
【００２７】
図１の例では、複数の女性の平均顔および女性の個人の顔により目的顔を作成する場合を
説明したが、同様にして、複数の男性の平均顔および男性の個人の顔により目的顔を作成
することもできる。
【００２８】
次に、図２、図３および図４を参照しながら内挿および外挿の方法について説明する。図
２は画像における特徴点の設定の一例を示す図、図３は内挿および外挿における特徴点の
位置の算出方法を説明するための図、図４は内挿および外挿における輝度の算出方法を説
明するための図である。
【００２９】
図２に示す２つの画像１００，２００において、対応する複数の特徴点ｐ１～ｐ９を設定
する。２つの画像１００，２００の対応する各特徴点ｐ１～ｐ９の座標について内挿また
は外挿を行うことにより、作成後の画像の各特徴点の位置を求める。また、２つの画像１
００，２００の対応する各特徴点ｐ１～ｐ９のうちそれぞれ３つの特徴点で囲まれる領域
を設定し、各領域内の輝度について内挿または外挿を行うことにより、作成後の画像の各
領域の輝度を求める。
【００３０】
図３において、２つの特徴点ａ，ｂの内挿および外挿は次式により行う。
Ｃ＝Ａ・Ｐ＋Ｂ（１－Ｐ）
ここで、Ａは特徴点ａの座標、Ｂは特徴点ｂの座標、Ｃは内挿または外挿により得られる
特徴点の座標である。また、Ｐは割合である。内挿の場合には、０＜Ｐ＜１であり、外挿
の場合には、Ｐ＞１またはＰ＜０である。
【００３１】
特徴点ａの座標を（ｘ１，ｙ１）とし、特徴点ｂの座標を（ｘ２，ｙ２）とすると、内挿
により特徴点ｃの座標（ｘ３，ｙ３）は次式のように求められる。
【００３２】
ｘ３＝ｘ１・Ｐ＋ｘ２・（１－Ｐ）
ｙ３＝ｙ１・Ｐ＋ｙ２・（１－Ｐ）
この場合、０＜Ｐ＜１である。
【００３３】
例えば、Ｐ＝０．２の場合、特徴点ｃの座標（ｘ３，ｙ３）は次式のようになる。
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【００３４】
ｘ３＝ｘ１・０．２＋ｘ２・０．８
ｙ３＝ｙ１・０．２＋ｙ２・０．８
また、外挿により特徴点ｄの座標（ｘ４，ｙ４）は次式のように求められる。
【００３５】
ｘ４＝ｘ１・Ｐ＋ｘ２・（１－Ｐ）
ｙ４＝ｙ１・Ｐ＋ｙ２・（１－Ｐ）
この場合、Ｐ＞１またはＰ＜０である。
【００３６】
例えば、Ｐ＝－０．５の場合、特徴点ｄの座標（ｘ４，ｙ４）は次式のようになる。
【００３７】
ｘ４＝－ｘ１・０．５＋ｘ２・１．５
ｙ４＝－ｙ１・０．５＋ｙ２・１．５
図４において、２つの領域ｒ１，ｒ２の輝度の内挿および外挿は次式により行う。
【００３８】
Ｆ＝Ｄ・Ｐ＋Ｅ（１－Ｐ）
ここで、Ｄは領域ｒ１の輝度、Ｅは領域ｒ２の輝度、Ｆは内挿または外挿により得られる
領域の輝度である。また、Ｐは割合である。内挿の場合には、０＜Ｐ＜１であり、外挿の
場合には、Ｐ＞１またはＰ＜０である。
【００３９】
領域ｒ１の赤、緑および青の輝度をそれぞれＲ１、Ｇ１およびＢ１とし、領域ｒ２の赤、
緑および青の輝度をそれぞれＲ２、Ｇ２およびＢ２とすると、内挿により領域ｒ３の赤、
緑および青の輝度Ｒ３、Ｇ３およびＢ３は次式のように求められる。
【００４０】
Ｒ３＝Ｒ１・Ｐ＋Ｒ２・（１－Ｐ）
Ｇ３＝Ｇ１・Ｐ＋Ｇ２・（１－Ｐ）
Ｂ３＝Ｂ１・Ｐ＋Ｂ２・（１－Ｐ）
この場合、０＜Ｐ＜１である。
【００４１】
例えば、Ｐ＝０．２の場合、領域ｒ３の赤、緑および青の輝度Ｒ３、Ｇ３およびＢ３は次
式のようになる。
【００４２】
Ｒ３＝Ｒ１・０．２＋Ｒ２・０．８
Ｇ３＝Ｇ１・０．２＋Ｇ２・０．８
Ｂ３＝Ｂ１・０．２＋Ｂ２・０．８
外挿により領域ｒ４の赤、緑および青の輝度Ｒ４、Ｇ４およびＢ４は次式のように求めら
れる。
【００４３】
Ｒ４＝Ｒ１・Ｐ＋Ｒ２・（１－Ｐ）
Ｇ４＝Ｇ１・Ｐ＋Ｇ２・（１－Ｐ）
Ｂ４＝Ｂ１・Ｐ＋Ｂ２・（１－Ｐ）
この場合、Ｐ＞１またはＰ＜０である。
【００４４】
例えば、Ｐ＝－０．５の場合、領域ｒ４の赤、緑および青の輝度Ｒ４、Ｇ４およびＢ４は
次式のようになる。
【００４５】
Ｒ４＝－Ｒ１・０．５＋Ｒ２・１．５
Ｇ４＝－Ｇ１・０．５＋Ｇ２・１．５
Ｂ４＝－Ｂ１・０．５＋Ｂ２・１．５
次に、図５を用いて本実施の形態の画像処理方法を実行するための画像処理装置の構成を
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説明する。図５は本実施の形態の画像処理方法を実施するための画像処理装置の構成を示
すブロック図である。
【００４６】
画像処理装置５０は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）５０１、ＲＯＭ（リードオンリメモリ
）５０２、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）５０３、入力装置５０４、表示装置５０５
、外部記憶装置５０６、記録媒体駆動装置５０７および印刷装置５０８を含む。
【００４７】
入力装置５０４は、キーボード、マウス、スキャナ、デジタルカメラ等からなり、各種指
令、データおよび画像を入力するために用いられる。ＲＯＭ５０２にはシステムプログラ
ムが記憶される。記録媒体駆動装置５０７は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、フロッピィディス
クドライブ等からなり、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピィディスク等の記録媒体５０９に対して
データの読み書きを行う。記録媒体５０９には、画像処理プログラムが記憶されている。
外部記憶装置５０６は、ハードディスク装置等からなり、記録媒体駆動装置５０７を介し
て記録媒体５０９から読み込まれた画像処理プログラムを記憶する。ＣＰＵ５０１は、外
部記憶装置５０６に記憶された画像処理プログラムをＲＡＭ５０３上で実行する。
【００４８】
表示装置５０５は、液晶表示パネル、ＣＲＴ（陰極線管）等からなり、各種画像等を表示
する。印刷装置５０８は、各種画像等を印刷する。
【００４９】
なお、画像処理プログラムを記録する記録媒体５０９として、ＲＯＭ等の半導体メモリ、
ハードディスク等の種々の記録媒体を用いることができる。また、画像処理プログラムを
通信回線等の通信媒体を介して外部記憶装置５０６にダウンロードし、ＲＡＭ５０３上で
実行してもよい。
【００５０】
図６は図５の画像処理装置において実行される画像処理プログラムの処理を示すフローチ
ャートである。
【００５１】
まず、ＣＰＵ５０１は、入力装置５０４により入力された複数の平均顔の画像を画像デー
タとして外部記憶装置５０６に記憶する（ステップＳ１）。
【００５２】
また、ＣＰＵ５０１は、入力装置５０４により入力された個人の顔の画像を画像データと
して外部記憶装置５０６に記憶する（ステップＳ２）。
【００５３】
次に、ＣＰＵ５０１は、外部記憶装置５０６に記憶された画像データに基づいて複数の平
均顔の画像のうち１つの平均顔の画像と個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画像を作
成する（ステップＳ３）。この誇張顔の画像は外部記憶装置５０６に記憶される。
【００５４】
さらに、ＣＰＵ５０１は、外部記憶装置５０６に記憶された画像データに基づいて複数の
平均顔の画像のうち他の１つの平均顔の画像と誇張顔の画像との内挿により目的とする顔
の画像を作成する（ステップＳ４）。作成された目的とする顔の画像は画像データとして
外部記憶装置５０６に記憶される。
【００５５】
複数の平均顔の画像、個人の顔の画像、誇張顔の画像および目的とする顔の画像は、入力
装置５０４のキーボードまたはマウスの操作により、表示装置５０５に表示することがで
きるとともに、印刷装置５０８により印刷することができる。
【００５６】
このようにして、画像処理プログラムを画像処理装置において実行することにより１つの
個人の顔の画像および複数の平均顔の画像を用いて目的とする顔の画像を作成することが
可能となる。
【００５７】
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上記のように、本実施の形態の画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラムに
より未知の顔の画像を作成することができるので、犯罪捜査等に利用することができる。
【００５８】
本実施の形態では、外部記憶装置５０６が記憶手段に相当し、ＣＰＵ５０１が外挿手段お
よび内挿手段に相当する。
【００５９】
上記実施の形態では、平均顔の属性が年齢である場合を説明したが、属性はこれに限定さ
れず、性別、人種、体形等の他の属性であってもよい。
【００６０】
属性が性別の場合には、男性および女性の平均顔の画像のうち一方と特定の個人の顔の画
像との外挿により誇張顔の画像を作成し、男性および女性の平均顔の画像のうち他方と誇
張顔の画像との内挿により特定の個人の顔に対して性別の異なる個人の顔の画像を作成す
ることができる。
【００６１】
また、属性が人種の場合には、人種の異なる複数の平均顔の画像のうちいずれかと特定の
個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画像を作成し、人種の異なる複数の平均顔の画像
のうち他のいずれかと誇張顔の画像との内挿により特定の個人の顔の画像に対して人種の
異なる個人の顔の画像を作成することができる。
【００６２】
さらに、属性が体形の場合には、体形の異なる複数の平均顔の画像のうちいずれかと特定
の個人の顔の画像との外挿により誇張顔の画像を作成し、体形の異なる複数の平均顔の画
像のうち他のいずれかと誇張顔の画像との内挿により特定の個人の顔に対して体形の異な
る個人の顔の画像を作成することができる。
【００６３】
また、上記実施の形態では、複数の平均画像が複数の平均顔であり、特定画像が特定の個
人の顔の画像であり、誇張画像が誇張顔の画像である場合について説明したが、本発明は
これらに限定されない。例えば、複数の平均画像が複数の動物の画像であり、特定画像が
特定の動物の画像であり、誇張画像が誇張された動物の画像であってもよい。
【００６４】
【実施例】
ここで、年齢の異なる女性の複数の平均顔の画像および１つの個人の顔の画像を用いて個
人の顔の画像に対して年齢の異なる個人の顔の画像を作成した。
【００６５】
図７は幼稚園児の女の子の平均顔の画像、図８は２０代の女性の平均顔の画像、図９は３
０代の女性の平均顔の画像、図１０は４０代の女性の平均顔の画像である。また、図１１
は特定の個人の顔の画像である。
【００６６】
図１１の特定の個人の顔の画像と図９の３０代の女性の平均顔の画像との外挿により図１
２の誇張顔の画像を作成した。そして、図１２の誇張顔の画像と図７の幼稚園児の女の子
の平均顔の画像との内挿により図１３の小学生の個人の顔の画像を作成した。また、図１
２の誇張顔の画像と図８の２０代の女性の平均顔の画像との内挿により図１４の２０代半
の個人の顔の画像を作成した。また、図１２の誇張顔の画像と図１０の４０代の女性の平
均顔の画像との内挿により図１５の３０代後半の個人の顔の画像を作成した。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における画像処理方法の概念を説明するための図である。
【図２】画像における特徴点の設定の一例を示す図である。
【図３】内挿および外挿における特徴点の位置の算出方法を説明するための図である。
【図４】内挿および外挿における輝度の算出方法を説明するための図である。
【図５】実施の形態の画像処理方法を実施するための画像処理装置の構成を示すブロック
図である。
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【図６】図５の画像処理装置において実行される画像処理プログラムの処理を示すフロー
チャートである。
【図７】幼稚園児の女の子の平均顔の画像を示す図である。
【図８】２０代の女性の平均顔の画像を示す図である。
【図９】３０代の女性の平均顔の画像を示す図である。
【図１０】４０代の女性の平均顔の画像を示す図である。
【図１１】特定の個人の顔の画像を示す図である。
【図１２】誇張顔の画像を示す図である。
【図１３】小学生の個人の顔の画像を示す図である。
【図１４】２０代半の個人の顔の画像を示す図である。
【図１５】３０代後半の個人の顔の画像を示す図である。
【符号の説明】
１０　個人の顔
２１　１０代の女性の平均顔
２２　２０代の女性の平均顔
２３　３０代の女性の平均顔
３０　誇張顔
４０　目的顔
５０　画像処理装置
５０１　ＣＰＵ
５０２　ＲＯＭ
５０３　ＲＡＭ
５０４　入力装置
５０５　表示装置
５０６　外部記憶装置
５０７　記録媒体駆動装置
５０８　印刷装置
５０９　記録媒体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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